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告
　
示

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
八
一
六
、
八
一
七
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
八
一
八
、
八
一
九
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
の
公
表
（
八
二
〇
・
河
川
砂
防

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
共
同
施
行
等
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
認
可
申
請
を
適
当
と
す
る
旨
の
決
定
（
平
鹿
地
域
振

興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
管
財
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
八
百
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

大
館
鷹
巣
線

大
館
鷹
巣
線

大
館
鷹
巣
線

大
館
鷹
巣
線

大
館
鷹
巣
線

大
館
鷹
巣
線

大
館
鷹
巣
線

旧
新
別

旧新旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

四
・
五
〇
〜
三
六
・
五
〇

九
・
〇
〇
〜
四
五
・
〇
〇

二
・
〇
〇
〜
二
一
・
〇
〇

八
・
〇
〇
〜
二
七
・
〇
〇

二
・
〇
〇
〜
二
一
・
〇
〇

八
・
〇
〇
〜
二
七
・
〇
〇

八
・
〇
〇
〜
二
七
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
九
二
七

〇
・
八
七
〇

〇
・
七
四
三

〇
・
八
七
〇

〇
・
七
四
三

〇
・
八
七
〇

〇
・
八
七
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
市
栄
字
竹
原
岱
九
七
番
地
先
か
ら
字
摩
当
四
番
地
先
ま
で

北
秋
田
市
栄
字
竹
原
岱
九
七
番
か
ら
字
摩
当
四
番
地
先
ま
で

北
秋
田
市
栄
字
竹
原
岱
六
四
番
か
ら
字
摩
当
一
一
番
二
ま
で

北
秋
田
市
栄
字
竹
原
岱
九
七
番
か
ら
字
摩
当
四
番
地
先
ま
で

北
秋
田
市
栄
字
竹
原
岱
六
四
番
か
ら
字
摩
当
一
一
番
二
ま
で

北
秋
田
市
栄
字
竹
原
岱
九
七
番
か
ら
字
摩
当
四
番
地
先
ま
で

北
秋
田
市
栄
字
竹
原
岱
九
七
番
か
ら
字
摩
当
四
番
地
先
ま
で

ＡＢＡＢＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
月
十
三
日
ま
で

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
八
百
十
七
号

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
月
十
三
日
ま
で

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
八
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路

の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

揚
の
下
岩
脇
線

揚
の
下
岩
脇
線

揚
の
下
岩
脇
線

揚
の
下
岩
脇
線

揚
の
下
岩
脇
線

揚
の
下
岩
脇
線

揚
の
下
岩
脇
線

旧
新
別

旧新旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

四
・
〇
〇
〜
一
八
・
〇
〇

一
八
・
〇
〇
〜
三
八
・
〇
〇

四
・
〇
〇
〜
七
五
・
〇
〇

一
五
・
〇
〇
〜
三
五
・
〇
〇

四
・
〇
〇
〜
七
五
・
〇
〇

一
五
・
〇
〇
〜
三
五
・
〇
〇

一
五
・
〇
〇
〜
三
五
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
〇
一
六

〇
・
八
六
八

〇
・
八
八
一

〇
・
八
六
八

〇
・
八
八
一

〇
・
八
六
八

〇
・
八
六
八

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
市
七
日
市
字
上
屋
敷
四
三
番
地
先
か
ら
字
太
田
面
四
番
一
地
先
ま

で北
秋
田
市
七
日
市
字
上
屋
敷
四
三
番
地
先
か
ら
字
太
田
面
四
番
一
ま
で

北
秋
田
市
七
日
市
字
上
屋
敷
四
三
番
地
先
か
ら
字
太
田
面
五
四
番
ま
で

北
秋
田
市
七
日
市
字
上
屋
敷
四
三
番
地
先
か
ら
字
太
田
面
四
番
一
ま
で

北
秋
田
市
七
日
市
字
上
屋
敷
四
三
番
地
先
か
ら
字
太
田
面
五
四
番
ま
で

北
秋
田
市
七
日
市
字
上
屋
敷
四
三
番
地
先
か
ら
字
太
田
面
四
番
一
ま
で

北
秋
田
市
七
日
市
字
上
屋
敷
四
三
番
地
先
か
ら
字
太
田
面
四
番
一
ま
で

ＡＢＡＢＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

真
坂
五
城
目
線

真
坂
五
城
目
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
〇
〇
〜
一
九
・
〇
〇

七
・
〇
〇
〜
二
三
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
二
三

〇
・
二
二
三

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

南
秋
田
郡
五
城
目
町
浦
横
町
字
家
の
上
二
九
番
地
先
か
ら
字
盛
山
下
四
五
番
地

先
ま
で

〃
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
月
十
三
日
ま
で

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
月
十
三
日
ま
で

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
八
百
二
十
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
浸
水
想
定

区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定

さ
れ
る
水
深
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
河
川
の
名
称

一
級
河
川
太
平
川
及
び
一
級
河
川
旭
川

二
　
指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

秋
田
県
告
示
第
八
百
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路

の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

次
の
図
の
と
お
り

（
次
の
図
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
建
設
交
通
部
河
川
砂
防
課
及
び
秋
田
地
域
振
興
局
建
設

部
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田

県
仙
北
平
野
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
九
月
二
十
二
日

認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田

県
南
旭
生
川
水
系
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
九
月
二
十

３

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

真
坂
五
城
目
線

真
坂
五
城
目
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
〇
〇
〜
一
九
・
〇
〇

七
・
〇
〇
〜
二
三
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
二
三

〇
・
二
二
三

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

南
秋
田
郡
五
城
目
町
浦
横
町
字
家
の
上
二
九
番
地
先
か
ら
字
盛
山
下
四
五
番
地

先
ま
で

〃

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

真
坂
五
城
目
線

真
坂
五
城
目
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
〇
〇
〜
八
・
〇
〇

七
・
〇
〇
〜
八
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
四
一

〇
・
〇
四
一

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
真
坂
字
石
塚
一
七
三
番
地
二
地
先
か
ら
一
六
〇
番
地
先
ま

で

〃

公
　
　
　
　
　
　
告
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一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
横
手
市
明
永
町
八
番
十
二
号
石
井
政
巳
ほ
か
二
人
か
ら
な
さ

れ
た
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
五
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
土
地
改
良
事
業
（
明
永
地
区
ほ
場
整
備
事
業
）
計
画
書
及
び

規
約
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
一
月
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
横
手
市
役
所

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

除
雪
ト
ラ
ッ
ク
（
七
ト
ン
級
）

二
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
八
年
一
月
十
六
日
（
月
）

（四）

納
入
場
所

県
が
指
定
す
る
場
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書
を
三
（一）
に
掲
げ
る
場
所
へ
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
（
火
）
ま
で
に
提
出
す
る
こ

と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
（
金
）
か
ら
同
年
十
月
十
一
日
（
火
）

ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日
（
月
）
午
前
十
一
時

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条

ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

４
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に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

５

Sum
m
ary

１
　
N
ature

and
quantity

of
item

to
be
purchased：

２
　
Snow

plow
s（
７
　
ton

class）

２
　
T
im
e-lim

it
of
tender：

1
1
:0
0
A
.M
.
1
7
O
ctober，

2
0
0
5

３
　
C
ontact

point
for

the
notice：

Property
M
anagem

ent
D
ivision，

B
ureau

of

T
reasury，

A
kita

P
refectural

G
overnm

ent，
４
-１
-１
　
Sanno，

A
kita

C
ity，

A
kita

P
refecture

0
1
0
-8
5
7
0
，
Japan

T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-2
7
3
8
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